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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の

一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則

の一部を改正する省令（平成 29年文部科学省・厚生労働省令第１号）について

は、平成 29年３月 31日付けで公布され、同年４月１日より施行されます。 

この省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましてはこれを御了

知いただくとともに、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定

都市教育委員会教育長及び各国公私立大学長におかれては、所管又は所轄の学

校養成施設及び関係団体への周知と適切な指導を行っていただくようお願いし

ます。 

 

記 



 

 

第一 改正の趣旨 

  あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成については、はり師、

きゅう師の学校養成施設数の大幅な増加や、診療報酬等の不正請求問題の発

生等、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師を取り巻く環境が変化

していることから、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の学校養

成施設のカリキュラムを充実させること等を通じ、より質の高いあん摩マッ

サージ指圧師、はり師及びきゅう師を養成することが求められている。 

  本省令は、国民の信頼と期待に応える質の高いあん摩マッサージ指圧師、

はり師及びきゅう師を養成するため、あん摩マツサージ指圧師、はり師及び

きゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和 26年文部省・厚生省令第２号）

に定める教育内容、臨床実習施設の要件、専任教員の数等を改正するもので

ある。 

 

第二 改正の概要 

（１）カリキュラムについて 

① 現行のカリキュラムに以下のカリキュラムを加えること。 

・ コミュニケーション（基礎分野）            

・ 運動学（専門基礎分野）                

・ 社会保障制度及び職業倫理（専門基礎分野） 

・ 東洋医学概論(専門分野) 

・ 経絡経穴（専門分野）         

・ あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの適応の判断（専門分野）            

・ 病態生理学（専門分野）                

・ 生体観察（専門分野）                 

・ 施術所における臨床実習前施術実技試験（専門分野）  

・ あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの歴史（専門分野） 

・ 臨床実習（専門分野）（現行では実習の中で実施） 

 

② 総単位数を以下のとおり引き上げること。 

（現行）    （改正後）    

・ あん摩マッサージ指圧師        77単位以上→  85単位以上 

・ はり師                79単位以上→  88単位以上 

・ きゅう師               77単位以上→  86単位以上 

・ あん摩マッサージ指圧師、はり師    86単位以上→  94単位以上 

・ あん摩マッサージ指圧師、きゅう師   84単位以上→  92単位以上 



 

・ はり師、きゅう師           86単位以上→  94単位以上 

・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師  

93単位以上→ 100単位以上 

（２）教員について 

① 専任教員の必要数を、現行の５人以上から６人以上とし、学校養成施

設が設置された年度にあっては、現行の３人以上から４人以上とするこ

と。 

② 教員となることができる者として、現行では、あん摩マッサージ指圧

師、はり師又はきゅう師の免許を取得してから３年以上実務に従事した

後、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者が規定されている

が、これを削除すること。 

（３）実習室について 

学校養成施設において備えるべきものから基礎医学実習室を削除すると

ともに、実技実習室の面積については、現行の１ベッドにつき 6.3 ㎡以上

から生徒１人につき 2.1 ㎡以上に変更し、実技実習室の名称を実習室に変

更すること。ただし、視覚障害者に対する教育を行う学校養成施設におけ

る実習室の面積は生徒１人につき 2.1 ㎡以上であり、かつ、視覚障害者が

実習を行うのに適当なものであることとすること。 

（４）臨床実習施設について 

① 認定基準に、臨床実習を行うのに適当な施術所等を実習施設として利

用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われ

ることを新たに加えること。また、実習施設として利用する施設は、実

習用設備として必要なものを有するものであることとすること。 

② 認定の申請書に添える書類の記載事項に、実習施設の名称、場所及び

開設者の氏名（法人にあっては、名称）並びに概要を加えるとともに、

実習施設における最近 1年間のあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり

又はきゅうの施術を受けた者の延べ数を新たに加えること。 

（５）視覚障害の程度について 

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律（昭和 22

年法律第 217号）第 18条の２第１項に規定する省令で定める著しい視覚障

害の程度を、両眼の視力がおおむね 0.3 未満のもの又は視力以外の視機能

障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等

の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものに改めること。 

（６）上記改正に伴う所要の改正を行うこと。 

 

第三 施行日 



 

平成 29年４月１日 

なお、新しいカリキュラムについては、この省令の施行の際現に認定を受

けている学校養成施設に限り、平成 30年度の入学生から適用される。 

 

第四 経過措置 

（１）カリキュラムについて 

この省令の施行の際現に認定を受けている学校養成施設においてあん摩

マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得

中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後のあん摩マツ

サージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（以下「新

規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができるこ

と。 

（２）教員について 

① この省令の施行の際現に認定を受けている学校養成施設における専

任教員の数については、新規則の規定にかかわらず、平成 32 年３月 31

日までの間は、なお従前の例によることができること。 

② この省令の施行日前に教員として勤務した経験を有する者について

は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、専任教員となることができ

ることができること。 

 

第五 留意事項 

各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定都市教育委員会教育

長及び各国公私立大学長におかれては、今回の改正に伴い必要となるあん摩

マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設の学則の変更等

の手続については、遺漏のないよう当該学校又は養成所に対して指導された

いこと。 
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四
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四
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十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

運
動
学
を
含
む
。

機
能

疾
病
の
成
り
立

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

ち
、
予
防
及
び

回
復
の
促
進



六
頁

保
健
医
療
福
祉

三

三

三

三

三

三

三

社
会
保
障
制
度
及
び

と
あ
ん
摩
マ
ツ

職
業
倫
理
を
含
む
。

サ
ー
ジ
指
圧
、

は
り
及
び
き
ゆ

う
の
理
念

専
門
分
野

基
礎
あ
ん
摩
マ

七

八

八

九

九

九

九

東
洋
医
学
概
論
及
び

ツ
サ
ー
ジ
指
圧

経
路
経
穴
を
含
む
。

学基
礎
は
り
学

基
礎
き
ゆ
う
学

臨
床
あ
ん
摩
マ

十
一

十
一

十
一

十
三

十
三

十
三

十
五

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ

ツ
サ
ー
ジ
指
圧

指
圧
、
は
り
及
び
き

学

ゆ
う
の
適
応
の
判
断



七
頁

臨
床
は
り
学

、
病
態
生
理
学
並
び

臨
床
き
ゆ
う
学

に
生
体
観
察
を
含
む

。

社
会
あ
ん
摩
マ

二

二

二

二

二

二

二

ツ
サ
ー
ジ
指
圧

学社
会
は
り
学

社
会
き
ゆ
う
学

実
習

十

十
二

十

十
五

十
三

十
五

十
九

施
術
所
に
お
け
る
臨

床
実
習
前
施
術
実
技

試
験
等
を
含
む
。

臨
床
実
習

四

四

四

四

四

四

四

三
単
位
以
上
は
、
学

校
若
し
く
は
養
成
施



八
頁

設
附
属
の
実
習
施
設

又
は
あ
ん
摩
マ
ツ
サ

ー
ジ
指
圧
、
は
り
及

び
き
ゆ
う
を
行
う
施

術
所
に
お
い
て
行
う

こ
と
。

総
合
領
域

十

十

十

十

十

十

十

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ

指
圧
、
は
り
及
び
き

ゆ
う
の
歴
史
を
含
む

。

合

計

八
十
五

八
十
八

八
十
六

九
十
四

九
十
二

九
十
四

百

別
表
第
一
の
備
考
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー



九
頁

ジ
指
圧
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
八
十

一
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
単
位
以
上

）
、
は
り
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
八

十
四
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
三
単
位

以
上
）
、
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育

内
容
八
十
二
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十

一
単
位
以
上
）
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
及
び
は
り
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四

単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
九
十
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二

十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
九
単
位
以
上
）
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又

は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
八
十
八
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎

分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
七
単
位
以
上
）
、
は
り
師
及
び
き
ゆ

う
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
九
十
単
位

以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
九
単
位
以
上
）
、



一
〇
頁

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位

以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
九
十
六
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十

七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
五
十
五
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
の
備
考
第
四
号
中
「
二
十
六
単
位
」
を
「
四
十
単
位
」
に
、
「
十
六
単
位
」
を
「
三
十
単
位
」
に
、
「
三
十
二
単

位
」
を
「
五
十
五
単
位
」
に
、
「
二
十
二
単
位
」
を
「
四
十
五
単
位
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
専
門
分
野
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
養
成
施
設
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
前
認
定
学



一
一
頁

校
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
又
は
き
ゅ
う
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
修
得
中
の
者
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師

及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

改
正
前
認
定
学
校
養
成
施
設
に
お
け
る
新
規
則
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
同
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
あ
ん
摩
マ
ツ

サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別

表
第
二
専
門
分
野
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
教
員
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
表
第

二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
教
員
と
し
て
同
表
の
専
門
分
野
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を
教
授
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
五
条

施
行
日
前
に
旧
規
則
別
表
第
二
専
門
分
野
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
教
員
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る
者

が
前
条
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
以
後
教
員
と
し
て
同
表
の
専
門
分
野
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を
教
授
す
る
場
合
に



一
二
頁

お
け
る
新
規
則
第
二
条
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
者
若
し
く

は
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
令
の
施
行
の
日
以
後
教
員
と
し
て
別

表
第
二
の
専
門
分
野
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を
教
授
す
る
者
」
と
す
る
。



- 1 -

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
案

現
行

（
認
定
基
準
）

（
認
定
基
準
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
学
校
及
び
養
成
施
設
に
係
る
令
第
一
条
第
一
項

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
学
校
及
び
養
成
施
設
に
係
る
令
第
一
条
第
一
項

の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六
（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

教
員
の
う
ち
六
人
（
一
学
年
に
三
十
人
を
超
え
る
定
員
を
有
す
る
学
校

七

教
員
の
う
ち
五
人
（
一
学
年
に
三
十
人
を
超
え
る
定
員
を
有
す
る
学
校

又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
が
三
十
人
ま
で
を
増
す
ご

又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
が
三
十
人
ま
で
を
増
す
ご

と
に
二
を
加
え
た
数
）
以
上
は
、
別
表
第
二
専
門
基
礎
分
野
の
項
各
号
に

と
に
二
を
加
え
た
数
）
以
上
は
、
別
表
第
二
専
門
基
礎
分
野
の
項
各
号
若

掲
げ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る

し
く
は
同
表
専
門
分
野
の
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

専
任
教
員
（
以
下
「
専
任
教
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
専
任
教
員
（
以
下
「
専
任
教
員
」

専
任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又
は
養
成
施
設
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ

と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
専
任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又

つ
て
は
四
人
（
一
学
年
に
三
十
人
を
超
え
る
定
員
を
有
す
る
学
校
又
は
養

は
養
成
施
設
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ
つ
て
は
三
人
（
一
学
年
に
三
十
人

成
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
が
三
十
人
ま
で
を
増
す
ご
と
に
二

を
超
え
る
定
員
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え

を
加
え
た
数
）
、
そ
の
翌
年
度
に
あ
つ
て
は
五
人
（
一
学
年
に
三
十
人
を

る
数
が
三
十
人
ま
で
を
増
す
ご
と
に
二
を
加
え
た
数
）
、
そ
の
翌
年
度
に

超
え
る
定
員
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え
る

あ
つ
て
は
四
人
（
一
学
年
に
三
十
人
を
超
え
る
定
員
を
有
す
る
学
校
又
は

数
が
三
十
人
ま
で
を
増
す
ご
と
に
二
を
加
え
た
数
）
と
す
る
こ
と
が
で
き

養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
が
三
十
人
ま
で
を
増
す
ご
と
に

る
。

二
を
加
え
た
数
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八

一
学
級
の
生
徒
の
定
員
は
三
十
人
以
下
（
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
視

八

一
学
級
の
生
徒
の
定
員
は
三
十
人
以
下
（
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
視

覚
障
害
者
（
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
視
覚
障
害
者
を
い
う

覚
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
学
級
に
あ
つ
て
は
、
十
五

。
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
学

人
以
下
）
で
あ
る
こ
と
。

級
に
あ
つ
て
は
、
十
五
人
以
下
）
で
あ
る
こ
と
。

九

（
略
）

九

（
略
）
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十

実
習
室
を
有
す
る
こ
と
。

十

基
礎
医
学
実
習
室
及
び
実
技
実
習
室
を
有
す
る
こ
と
。

十
一

普
通
教
室
の
面
積
は
生
徒
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以

十
一

普
通
教
室
の
面
積
は
生
徒
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
、
実
習
室
の
面
積
は
生
徒
一
人
に
つ
き
二
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

上
、
基
礎
医
学
実
習
室
の
面
積
は
生
徒
一
人
に
つ
き
三
・
三
一
平
方
メ
ー

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
視
覚
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う

ト
ル
以
上
、
実
技
実
習
室
の
面
積
は
一
ベ
ツ
ド
に
つ
き
六
・
三
平
方
メ
ー

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
お
け
る
実
習

ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

室
に
つ
い
て
は
、
そ
の
面
積
が
生
徒
一
人
に
つ
き
二
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
で
、
か
つ
、
視
覚
障
害
者
で
あ
る
生
徒
が
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
～
十
四

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

十
五

臨
床
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な
施
術
所
そ
の
他
の
施
設
を
実
習
施
設

（
新
設
）

と
し
て
利
用
し
得
る
こ
と
及
び
当
該
実
習
に
つ
い
て
適
当
な
実
習
指
導
者

の
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

十
六

前
号
の
実
習
施
設
と
し
て
利
用
す
る
施
設
は
、
実
習
用
設
備
と
し
て

（
新
設
）

必
要
な
も
の
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
七
・
十
八

（
略
）

十
五
・
十
六

（
略
）

（
視
覚
障
害
の
程
度
）

（
視
覚
障
害
の
程
度
）

第
四
条

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
省
令
で
定
め
る
著
し
い
視
覚

第
四
条

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
省
令
で
定
め
る
著
し
い
視
覚

障
害
の
程
度
は
、
両
眼
の
視
力
が
お
お
む
ね
〇
・
三
未
満
の
も
の
又
は
視
力

障
害
の
程
度
は
、
万
国
式
試
視
力
表
に
よ
つ
て
測
つ
た
両
眼
の
視
力
（
屈
折

以
外
の
視
機
能
障
害
が
高
度
の
も
の
の
う
ち
、
拡
大
鏡
等
の
使
用
に
よ
つ
て

異
常
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
両
眼
の
矯
正
視
力
と
す
る
。
）
が
〇
・
三
未

き
よ
う

も
通
常
の
文
字
、
図
形
等
の
視
覚
に
よ
る
認
識
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難

満
の
も
の
又
は
視
力
以
外
の
視
機
能
障
害
が
高
度
の
も
の
と
す
る
。

な
程
度
の
も
の
と
す
る
。

（
特
例
に
よ
る
学
校
又
は
養
成
施
設
の
認
定
基
準)
（
特
例
に
よ
る
学
校
又
は
養
成
施
設
の
認
定
基
準)

第
五
条

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
学
校
又
は
養
成
施
設
に
係
る
令
第
一
条

第
五
条

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
学
校
又
は
養
成
施
設
に
係
る
令
第
一
条

第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
条
第
三
号
か
ら
第
十
八
号
ま

の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
条
第
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
準

で
を
準
用
す
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

用
す
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

一
・
二

（
略
）
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（
認
定
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
の
記
載
事
項
）

（
認
定
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
の
記
載
事
項
）

第
七
条

法
第
二
条
第
二
項
の
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

第
七
条

法
第
二
条
第
二
項
の
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。
た
だ
し
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

。
た
だ
し
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
学
校
又
は
国
の
設
置
す
る
養
成
施
設
に

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
学
校
又
は
国
の
設
置
す
る
養
成
施
設
に

あ
つ
て
は
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
地
方
公
共
団

あ
つ
て
は
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
地
方
公
共
団
体

体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

じ
。
）
の
設
置
す
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
十
一

。
）
の
設
置
す
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

実
習
施
設
の
名
称
、
場
所
及
び
開
設
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

（
新
設
）

名
称
）
並
び
に
概
要

十
一

実
習
施
設
に
お
け
る
最
近
一
年
間
の
あ
ん
摩
、
マ
ツ
サ
ー
ジ
若
し
く

（
新
設
）

は
指
圧
、
は
り
又
は
き
ゆ
う
の
施
術
を
受
け
た
者
の
延
べ
数

十
二

（
略
）

十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
条
第
二
項
又
は
前
項
の
申
請
書
に
は
、
実
習
施
設
に
お
け
る
実
習

（
新
設
）

を
承
諾
す
る
旨
の
当
該
実
習
施
設
の
開
設
者
の
承
諾
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
変
更
の
承
認
又
は
届
出
を
要
す
る
事
項
）

（
変
更
の
承
認
又
は
届
出
を
要
す
る
事
項
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

令
第
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号

２

令
第
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
修
業
年

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
修
業

限
、
教
育
課
程
及
び
生
徒
の
定
員
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

年
限
、
教
育
課
程
及
び
生
徒
の
定
員
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い

同
じ
。
）
又
は
前
条
第
一
項
第
十
号
若
し
く
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（

て
同
じ
。
）
と
す
る
。
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同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に

伴
い
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

３

令
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
三
条
第
二
項
の
主

３

令
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
三
条
第
二
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ

務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
項
第
十
号
若
し
く
は
第
十
一

る
事
項
又
は
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
読

（
新
設
）

み
替
え
て
適
用
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
前
条
第
一
項
第
十
号
又
は

第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
条
第
三

項
に
規
定
す
る
承
諾
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
承
認
又
は
届
出
に
関
す
る
報
告
）

（
変
更
の
承
認
又
は
届
出
に
関
す
る
報
告
）

第
八
条
の
二

令
第
三
条
第
三
項
（
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

第
八
条
の
二

令
第
三
条
第
三
項
（
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
年
五
月
三
十
一
日
ま

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
年
五
月
三
十
一
日
ま

で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間

で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間

に
係
る
も
の
を
取
り
ま
と
め
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る

に
係
る
も
の
を
取
り
ま
と
め
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

変
更
の
届
出
又
は
通
知
に
係
る
事
項
（
第
七
条
第
一
項
第
十
号
又
は
第

二

変
更
の
届
出
又
は
通
知
に
係
る
事
項

当
該
年
の
前
年
の
五
月
一
日
か

十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

当
該
年
の
前
年
の
五
月
一
日
か
ら

ら
当
該
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

当
該
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

別
表
第
一
（
第
二
条
及
び
第
五
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
及
び
第
五
条
関
係
）

あ
ん

は
り

き
ゆ

あ
ん

あ
ん

は
り

あ
ん

備
考

あ
ん

は
り

き
ゆ

あ
ん

あ
ん

は
り

あ
ん

摩
マ

師

う
師

摩
マ

摩
マ

師
き

摩
マ

摩
マ

師

う
師

摩
マ

摩
マ

師
き

摩
マ

ツ
サ

ツ
サ

ツ
サ

ゆ
う

ツ
サ

ツ
サ

ツ
サ

ツ
サ

ゆ
う

ツ
サ

ー
ジ

ー
ジ

ー
ジ

師

ー
ジ

ー
ジ

ー
ジ

ー
ジ

師

ー
ジ
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指
圧

指
圧

指
圧

指
圧

指
圧

指
圧

指
圧

指
圧

教
育
内

師

師
は

師
き

師
は

教
育
内
容

師

師
は

師
き

師
は

容

り
師

ゆ
う

り
師

り
師

ゆ
う

り
師

師

き
ゆ

師

き
ゆ

う
師

う
師

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

単
位

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

数

基

科
学

コ
ミ
ュ

基

科
学
的
思
考
の

礎

的
思

ニ
ケ
ー

礎

基
盤

分

考
の

シ
ョ
ン

分

人
間
と
生
活

野

基
盤

十
四

十
四

十
四

十
四

十
四

十
四

十
四

を
含
む

野

十
四

十
四

十
四

十
四

十
四

十
四

十
四

人
間

。

と
生

活

専

人
体

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

運
動
学

専

人
体
の
構
造
と

十
三

十
三

十
三

十
三

十
三

十
三

十
三

門

の
構

を
含
む

門

機
能

基

造
と

。

基

礎

機
能

礎

分

疾
病

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

分

疾
病
の
成
り
立

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

十
二

野

の
成

野

ち
、
予
防
及
び

り
立

回
復
の
促
進

ち
、

予
防

及
び

回
復

の
促

進保
健

三

三

三

三

三

三

三

社
会
保

保
健
医
療
福
祉

二

二

二

二

二

二

二
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医
療

障
制
度

と
あ
ん
摩
マ
ツ

福
祉

及
び
職

サ
ー
ジ
指
圧
、

と
あ

業
倫
理

は
り
及
び
き
ゆ

ん
摩

を
含
む

う
の
理
念

マ
ツ

。

サ
ー

ジ
指

圧
、

は
り

及
び

き
ゆ

う
の

理
念

専

基
礎

七

八

八

九

九

九

九

東
洋
医

専

基
礎
あ
ん
摩
マ

六

六

六

七

七

七

八

門

あ
ん

学
概
論

門

ツ
サ
ー
ジ
指
圧

分

摩
マ

及
び
経

分

学

野

ツ
サ

路
経
穴

野

基
礎
は
り
学

ー
ジ

を
含
む

基
礎
き
ゆ
う
学

指
圧

。

学基
礎

は
り

学基
礎

き
ゆ

う
学

臨
床

十
一

十
一

十
一

十
三

十
三

十
三

十
五

あ
ん
摩

臨
床
あ
ん
摩
マ

八

八

八

十

十

十

十
二

あ
ん

マ
ツ
サ

ツ
サ
ー
ジ
指
圧
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摩
マ

ー
ジ
指

学

ツ
サ

圧
、
は

臨
床
は
り
学

ー
ジ

り
及
び

臨
床
き
ゆ
う
学

指
圧

き
ゆ
う

学

の
適
応

臨
床

の
判
断

は
り

、
病
態

学

生
理
学

臨
床

並
び
に

き
ゆ

生
体
観

う
学

察
を
含

む
。

社
会

二

二

二

二

二

二

二

社
会
あ
ん
摩
マ

二

二

二

二

二

二

二

あ
ん

ツ
サ
ー
ジ
指
圧

摩
マ

学

ツ
サ

社
会
は
り
学

ー
ジ

社
会
き
ゆ
う
学

指
圧

学社
会

は
り

学社
会

き
ゆ

う
学

実
習

十

十
二

十

十
五

十
三

十
五

十
九

施
術
所

実
習
（
臨
床
実

十

十
二

十

十
六

十
四

十
六

二
十

に
お
け

習
を
含
む
。
）
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る
臨
床

実
習
前

施
術
実

技
試
験

等
を
含

む
。

臨
床

四

四

四

四

四

四

四

三
単
位

（
新
設
）

実
習

以
上
は

、
学
校

若
し
く

は
養
成

施
設
附

属
の
実

習
施
設

又
は
あ

ん
摩
マ

ツ
サ
ー

ジ
指
圧

、
は
り

及
び
き

ゆ
う
を

行
う
施

術
所
に

お
い
て

行
う
こ

と
。

総
合

十

十

十

十

十

十

十

あ
ん
摩

総
合
領
域

十

十

十

十

十

十

十

領
域

マ
ツ
サ
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ー
ジ
指

圧
、
は

り
及
び

き
ゆ
う

の
歴
史

を
含
む

。

合
計

八

八

八

九

九

九

合
計

七

七

七

八

八

八

九

十
五

十
八

十
六

十
四

十
二

十
四

百

十
七

十
九

十
七

十
六

十
四

十
六

十
三

備
考

一
・
二

（
略
）

備
考

一
・
二

（
略
）

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら

め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
に
係
る
学

れ
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
に
係
る
学
校
又
は
養

校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実

成
施
設
に
あ
つ
て
は
実
習
（
臨
床
実
習
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

習
以
外
の
教
育
内
容
八
十
一
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位

同
じ
。
）
十
単
位
以
上
及
び
実
習
以
外
の
教
育
内
容
六
十
七
単
位
以
上
（

以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
単
位

う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び

以
上
）
、
は
り
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実

専
門
分
野
二
十
六
単
位
以
上
）
、
は
り
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に

習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
八
十
四
単
位
以
上

あ
つ
て
は
実
習
十
二
単
位
以
上
及
び
実
習
以
外
の
教
育
内
容
六
十
七
単
位

（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以

以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以

上
及
び
専
門
分
野
四
十
三
単
位
以
上
）
、
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又

上
及
び
専
門
分
野
二
十
六
単
位
以
上
）
、
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養

は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以

成
施
設
に
あ
つ
て
は
実
習
十
単
位
以
上
及
び
実
習
以
外
の
教
育
内
容
六
十

外
の
教
育
内
容
八
十
二
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上

七
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七

、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
一
単
位
以

単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
二
十
六
単
位
以
上
）
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指

上
）
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
及
び
は
り
師
に
係
る
学
校
又
は

圧
師
及
び
は
り
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
実
習
十
六
単

養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外

位
以
上
及
び
実
習
以
外
の
教
育
内
容
七
十
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十

の
教
育
内
容
九
十
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専

四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
二
十
九

門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
九
単
位
以
上
）

単
位
以
上
）
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校

、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養

又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
実
習
十
四
単
位
以
上
及
び
実
習
以
外
の
教
育

成
施
設
に
あ
つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の

内
容
七
十
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
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教
育
内
容
八
十
八
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専

二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
二
十
九
単
位
以
上
）
、
は
り
師
及
び
き

門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
七
単
位
以
上
）

ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
実
習
十
六
単
位
以
上
及

、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は

び
実
習
以
外
の
教
育
内
容
七
十
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以

臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
九
十
単
位

上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
二
十
九
単
位
以
上

以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
七
単

）
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校

位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
九
単
位
以
上
）
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ

又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
実
習
二
十
単
位
以
上
及
び
実
習
以
外
の

指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
あ

教
育
内
容
七
十
三
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専

つ
て
は
臨
床
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
九

門
基
礎
分
野
二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
三
十
二
単
位
以
上
）

十
六
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野

で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い

二
十
七
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
五
十
五
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き

こ
と
が
で
き
る
。

は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

四

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
て
い
る
学
校

四

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
て
い
る
学
校

又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
分
の
間
、
総
合
領
域
を
基
礎
分
野

又
は
養
成
施
設
に
あ
つ
て
は
、
当
分
の
間
、
総
合
領
域
を
基
礎
分
野

、
専
門
基
礎
分
野
又
は
専
門
分
野
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き

、
専
門
基
礎
分
野
又
は
専
門
分
野
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
前
号
の
規
定
（
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧

る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
前
号
の
規
定
（
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧

師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
並
び
に
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師

師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
並
び
に
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師

、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
係
る
部
分

、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
又
は
養
成
施
設
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
専
門
分
野
四
十
単
位

に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
専
門
分
野
二
十
六
単

以
上
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
分
野
三
十
単
位
以
上
」
と
、
「
専
門
分

位
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
分
野
十
六
単
位
以
上
」
と
、
「
専
門

野
五
十
五
単
位
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
分
野
四
十
五
単
位
以
上

分
野
三
十
二
単
位
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
専
門
分
野
二
十
二
単
位
以

」
と
す
る
。

上
」
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
及
び
第
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
及
び
第
五
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

専
門
基
礎
分
野

（
略
）

専
門
基
礎
分
野

（
略
）

専
門
分
野

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
教
育
内
容
に
関

専
門
分
野

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
教
育
内
容
に
関

し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ

し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
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と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
又
は
き

ゆ
う
師
の
免
許
を
取
得
し
て
か
ら
三
年
以
上
実
務

に
従
事
し
た
後
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
教

員
講
習
会
を
修
了
し
た
者

四

（
略
）

五

（
略
）


